
２ 「政策の目標」ごとの実績評価書〔政策目標５－1〕 

 

 
 

 

○重 政策目標５－１：内外経済事情を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改善等 

 

 

１．「政策の目標」に関する基本的考え方 

関税率の設定・関税制度の改善等に際しては、関税の機能の一つとしての国内産業保護機能に留意
しつつ、国際的な経済・貿易の発展への貢献、国内産業の実情、需要者への影響等を総合的に勘案し、
他の政策手段とあいまって、国民経済の健全な発展、更には世界経済の健全な発展につながるものと
する必要があります。 

 

２．内閣の基本的な方針との関連 

第173回国会 総理大臣所信表明演説 

平成22年度税制改正大綱（平成21年12月22日閣議決定） 

新成長戦略（基本方針）（平成21年12月30日閣議決定） 

 

３．重点的に進める業績目標・施策 

業績目標 5-1-1：適切な関税改正の実施 

 

４．平成21年度の事務運営の報告 

○重 業績目標 5-1-1：適切な関税改正の実施 

［平成21年度実施計画］ 

関税率の設定・関税制度の改善に当たっては、最近における内外の経済情勢、貿易動向、国民の
ニーズ等を踏まえ、公平・簡素・透明という観点に留意しつつ法令改正（関税改正）を行っており、
平成21年度においても、この基本的な考え方に基づいて関税改正等の検討を行っていきます。 
各年度における関税率の設定・関税制度の見直しに当たっては、生産者・消費者・利用者等の要

望や諸外国の関税制度等も踏まえて検討を行っています。また、関係省庁から提出される関税改正
要望について、その政策目標・効果等を踏まえ、個々の措置に応じた検討を行うなど、関税改正に
おける政策評価の活用を図っています。 
更に、学識経験者、産業界や消費者の代表者等からなる関税・外国為替等審議会に諮り、同審議

会での調査、審議を経た答申を踏まえて関税改正を行っており、平成21年度においても、これらの
取組を着実に実施します。 
 

［事務運営の報告］ 

① 関税率やその他の関税制度の改正事務については、まず、関係府省から提出される関

税改正要望において、要望する措置の効果等に関して記載を求めることにより関係府省

の政策評価結果の適切な活用に努めるとともに、要望のあった措置の適否を判断するた

め、関係府省からその所管する産業の情勢や個別要望の国民経済全体への影響の聴取を

行いました。 

  

   ② 関税率やその他の関税制度の改正に係る検討結果については、関税・外国為替等審議

会に報告され、平成22年度における改正の方向性について審議が行われ、平成21年11月

25日に「平成22年度関税改正に関する論点整理」がまとめられました。 

 

③ 本論点整理を踏まえて関税改正案を策定し、これを税制調査会に諮った上で、関税改
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正の主要事項を平成22年度税制改正大綱に盛り込みました。 

 

④ これらを踏まえて作成した関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案を、平

成22年２月９日に通常国会に提出しました。同法律案は、同年３月26日に成立、同月31

日に公布され、一部を除き同年４月１日から施行されています。 

平成22年度関税改正の背景及び概要は以下の通りです。 

 

イ 適切な関税率の設定 

・内外の経済情勢の変化等への対応 

個別品目の関税率の設定については、個々の品目毎に、国内産業の保護の必要性や

国内需要者のニーズ、消費者への影響等を勘案しつつ、社会・経済情勢の変化を踏ま

える必要があります。 

     【改正概要】 

① 暫定税率の適用期限の延長 

21年度末に適用期限の到来する暫定税率（415品目）の適用期限を１年間延長

しました。 

② 特別緊急関税制度等の適用期限の延長 

21年度末に適用期限の到来する特別緊急関税制度（米、乳製品等、ウルグア

イ・ラウンド合意で関税化された146品目が対象）の適用期限を１年間延長しま

した。 

21年度末に適用期限の到来する牛肉・豚肉に係る関税の緊急措置の適用期限

を１年間延長しました。（牛肉についての発動基準の特例を含む。） 

 

ロ 関税制度の改善 

・水際取締り強化等のための罰則水準の見直し 

近年、関税ほ脱犯が一層悪質・巧妙化し、ほ脱額も大口化する傾向がみられること

から、適正な納税環境を整備するために、関税ほ脱に係る罰則水準の見直しが必要と

なりました。また、昨今国民の不正薬物乱用に対する危機感が一層高まっている状況

を踏まえ、不正薬物、銃器等のいわゆる社会悪物品の不正流出入を抑止する観点から、

関税ほ脱と同様に罰則水準の見直しが必要となりました。 

     【改正概要】 

関税ほ脱罪、禁止輸出入罪等に係る罰則水準を引き上げました。 

 

・ＡＥＯ（認定事業者）制度の整備 

国際貿易の安全確保と円滑化を両立させるため、ＡＥＯ制度を推進することが国際

的な潮流となっている中、我が国においてもこれまでＡＥＯ制度の対象を拡大してき

たところですが、ＡＥＯ事業者のうち、倉庫業者及び通関業者については、ＡＥＯの

承認等を受けている必要がなくなった場合に届出により失効させることができる手続

が設けられていなかったことから、制度の適正運用の確保とともに、その利便性の向

上を図るため、手続の見直しが必要となりました。 



２ 「政策の目標」ごとの実績評価書〔政策目標５－1〕 

 

 
 

     【改正概要】 

      ＡＥＯ倉庫業者及びＡＥＯ通関業者がＡＥＯ事業者であることを自主的にとりやめ

るための届出手続を整備しました。 

 

業績目標 5-1-2：特殊関税制度の適正な運用 

［平成21年度実施計画］ 

特殊関税制度については、不公正な貿易取引、輸入急増による国内産業への損害への対応などの
役割を通じて、自由貿易体制の秩序維持・強化に資することが期待されていますが、反面、制度の
濫用や恣意的な運用を避けなければならないことから、特殊関税の調査や賦課決定等の制度の運用
に当たっては、ＷＴＯ協定及び国内関係法令に則り、透明かつ公平・適正な運用に努めていきます。 
更に、平成20年度においては、関税・外国為替等審議会関税分科会企画部会に特殊関税制度に関

するワーキンググループを設置し、特殊関税の調査の迅速化、透明性の向上等のための制度・手続
の見直しについて検討を行い、その報告をもとに政令・ガイドラインの改正を行いました。このよ
うなことを踏まえて、一層適正な運用に取り組んでいきます。 
なお、特殊関税制度の運用に当たっては、関税・外国為替等審議会に諮ることとしており、平成

21年度においても、これらの取組を着実に実施します。 
 

［事務運営の報告］ 

特殊関税制度は、不公正な貿易取引や輸入の急増等特別な事情がある場合に、供給国・

供給者等を指定して、通常の関税のほかに割増関税を賦課する制度の総称で、不当廉売さ

れた輸入貨物に対して課す「不当廉売関税（ダンピング防止税）」、ＷＴＯ協定上の利益

を守り、その目的を達成するために課す「報復関税」、外国政府による補助金付きの輸入

貨物に対して課す「相殺関税」、予期しなかった輸入の増加に対処するため、当該輸入増

加品目に対して課す「緊急関税（セーフガード）」があります。 

米国バード修正条項に対する報復関税については、平成21年９月１日に、税率を変更す

ると共に４度目の延長を行いました。 

韓国ハイニックス社製ＤＲＡＭ（ダイナミックランダムアクセスメモリー）に対する相

殺関税については、平成20年９月に、韓国ハイニックス社から当該相殺関税廃止の求めが

提出されたことから、同年10月15日、補助金に関する見直し調査を開始しました。当該調

査の結果、補助金による利益がなくなっており、所期の目的が達成されたことから、平成

21年４月23日、当該相殺関税を廃止しました。 

 

① 米国バード修正条項に対する報復関税 

バード修正条項（1930年関税法を修正する条項）は、ダンピング防止税及び相殺関税

により米国政府が得た税収を、ダンピング又は補助金による被害を申し立てた国内企業

等に対して分配する法律です。本条項は、ダンピング防止税の賦課に加え、米国の競争

相手企業に対して税収を分配するものであるため、ダンピング防止税の賦課等の対象と

なっている輸出者にとって二重の打撃を与えるとともに、米国におけるダンピング防止

税の賦課の提訴を助長する性質を持つものであり、平成15年１月にＷＴＯ協定違反が確

定しています。我が国は平成16年１月、ＷＴＯに対抗措置の申請を行い、同年11月、米

国バード修正条項に対して対抗措置をとることについてＷＴＯの承認を受けたことから、

平成17年９月１日、同国から輸入される玉軸受（ボールベアリング）等15品目につき報
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復関税を発動しました。 

その後、平成18年２月８日に米国において、同条項を廃止する規定を含む法律が成立

しましたが、当該法律では、平成19年10月１日より前の通関で納められた税収について

は引き続き同条項に基づく分配を行うこととされ、その後も依然として米国においてＷ

ＴＯ協定違反の状態を是正する措置がとられていないことから、平成18年、平成19年及

び平成20年の９月１日に対抗措置を１年延長することとしました。平成20年の延長の際

には、分配額が前年度の約３分の１に減少していたことから、報復関税の対象品目を２

品目（玉軸受及び円すいころ軸受）に絞り込み、税率を15％から10.6％に変更しました。 

平成21年９月１日には、ＷＴＯ協定違反とされた分配が引き続き継続していることか

ら、対抗措置をさらに１年間延長しました。その際、直近の分配額が前年度から減少し

ていたことから、税率を10.6％から9.6％に変更しました。 

（注）本件については、ＥＵ及びカナダが平成17年５月から、メキシコが同年８月からそれぞれ
対抗措置を発動し、このうちＥＵは平成21年においても対抗措置を延長しました。 

 

② 韓国ハイニックス社製ＤＲＡＭに対する相殺関税 

我が国は、平成13年及び平成14年の韓国におけるハイニックス社支援措置について補

助金であるとの認定を行いました。この補助金のついたハイニックス社製ＤＲＡＭの輸

入により国内産業は市場占拠率が低下し、国産品価格が下落するなどの損害があり、当

該産業を保護する必要があることから、平成18年１月27日より韓国ハイニックス社製Ｄ

ＲＡＭについて相殺関税を発動しました。平成19年12月17日、ＷＴＯより韓国政府の指

示によりハイニックス社支援措置が行われたと認められたものの、補助金額の算定や補

助金利益の有無については説明が十分ではなく、また、補助金配分期間終了後の新規の

相殺関税賦課が不適当と指摘され、ＷＴＯ協定に整合的にするように是正勧告が出され

ました。これを受け、平成20年１月31日、当該是正勧告を実施するための再調査を開始

し、同年９月１日に、ＷＴＯ是正勧告を実施するため税率を27.2％から9.1％に引下げま

した。さらに韓国ハイニックス社から、既に同社に対する補助金利益が消滅していると

して当該相殺関税廃止の求めが提出されたことから、同年10月15日、補助金に関する見

直し調査を開始しました。当該調査の結果、補助金による利益がなくなっており、所期

の目的が達成されたことから、平成21年４月23日、当該相殺関税を廃止しました。 

 

【事務運営プロセスの改善に係る取組】 

（１）平成22年度関税改正に当たって、関係省庁の要望に係る検討をより効果的・効率的に

行うため、要望を受け付ける際には、一覧的・統一的に関税措置の必要性等に係る客観

的情報、政策分析等の提示を求めるとともに、関係省庁との協議の際、それらの資料の

十分な活用に努め、その結果を適切に関税改正に反映するなど、効率的な事務運営に努

めました。 

 

（２）特殊関税制度の運用に当たって、関係省庁間で綿密な連携をとりながら公正な調査を

進めるとともに、透明かつ公平・適正な運用に努めました。 



２ 「政策の目標」ごとの実績評価書〔政策目標５－1〕 

 

 
 

政策目標に係る予算額：平成21年度予算額：536百万円[20年度予算額：1,416百万円] 

当該予算は、関税制度等の企画及び立案や、関税率及び関税制度の改正等の基礎データ

となる外国貿易統計等を作成するための貿易統計システムの開発・運用等に係る経費です。 

平成21年度予算の主な減要因は、税関業務（輸出入及び港湾・空港手続関係業務）の業

務・システム最適化計画に基づき、平成20年度に貿易統計システムの更改が終了したこと

によるものです。 

 

５．平成20年度政策評価結果の政策への反映状況 

（１）関税率や関税制度の改正に当たっては、内外の経済情勢の変化等を踏まえつつ、関係府

省より提出された改正要望について、関係府省の政策評価結果を適切に活用し、措置の必

要性や実現される具体的な効果、更にはその所管する産業の情勢や個別要望の国民経済全

体への影響を聴取し、関連省庁とも協議を十分に行った上で、関税・外国為替等審議会の

調査・審議の結果を踏まえて関税改正案を策定しました。これを税制調査会に諮った上で、

その主要事項を平成22年度税制改正大綱に盛り込み、これらを踏まえた関税改正法案を国

会に提出しました。 

また、これらの過程において、国民のニーズの的確な把握に努めるとともに、内外の市

況や国内の生産者の状況など客観的なデータの収集を行いました。 

 

（２）報復関税等の特殊関税制度については、ＷＴＯ協定及び国内関係法令等に則り、透明か

つ公平・厳正な運用を行いました。 

 

６．目標を巡る外部要因等の動向 

（１）平成21年の我が国の貿易動向 

   総合目標５ ６．（６）（Ｐ102）参照。 

○参考指標 総5-8：輸出入額及び貿易バランス（対ＧＤＰ比を含む）の推移（Ｐ103に掲載） 

 

（２）輸出許可件数及び輸入許可・承認件数 

平成21年の実績は、平成20年夏以降の経済金融情勢の悪化の影響を受け、輸出入許可件

数ともに減少に転じています。 

 

○参考指標 5-1-1：輸出入許可・承認件数の推移      （単位：万件） 

 平成17年 18年 19年 20年 21年 

輸出許可件数 1,413 1,474 1,507 1,458 1,276 

輸入許可・承認件数 1,704 1,753 1,767 1,790 1,752 

（出所）関税局業務課調 

（注１）輸出許可件数には、積戻し(本邦に到着し、輸入許可を受けていない貨物を本邦から送り戻す）の件数を含む。 

（注２）輸入許可・承認件数には、蔵入承認（保税蔵置場に３か月を超えて外国貨物を置く場合の承認）、移入承認（保

税工場に３か月を超えて外国貨物を置こうとする場合等の承認）、総保入承認（総合保税地域に３か月を超えて

外国貨物を置こうとする場合等の承認）及び輸入許可前引取承認（輸入申告の後輸入許可前に貨物を引き取る場

合の承認）を含む。 
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（３）関税負担率の推移とその国際比較 

総合目標５ ６．（７）（Ｐ103）参照。 

○参考指標 総5-9：関税負担率の推移とその国際比較（Ｐ103に掲載） 

 

（４）国定税率と協定税率 

関税率には国内法に規定されている税率（国定税率）とＷＴＯ協定に規定されている税

率（協定税率）があります。国定税率は更に関税定率法に基づく基本税率と関税暫定措置

法に基づく暫定税率に区分されます（特恵関税については後述（５）参照）。暫定税率は

基本税率に優先して適用されます。国定税率と協定税率の適用関係については、国定税率

と協定税率のうちいずれか低い方の税率が適用されます。こうした結果、実際に適用され

る税率を実行税率といいます。 

ＷＴＯ協定上、上記の税率は、ＷＴＯ全加盟国・地域からの産品に対し等しく適用され

ます（最恵国待遇）が、その例外として、ＥＰＡ（経済連携協定）を締結した相手国から

の産品のみを対象とした税率の適用が認められています。ＥＰＡでは、通常、最恵国待遇

による実行税率より低い税率が規定されており、上記の国定税率及び協定税率に優先して、

その税率が適用されます。なお、発効済みＥＰＡの相手国・地域は、シンガポール（平成

14年11月発効、平成19年９月改正議定書発効）、メキシコ（平成17年４月発効）、マレー

シア（平成18年７月発効）、チリ（平成19年９月発効）、タイ（平成19年11月発効）、イ

ンドネシア（平成20年７月発効）、ブルネイ（平成20年７月発効）、ＡＳＥＡＮ（東南ア

ジア諸国連合）全体（平成20年12月発効）、フィリピン（平成20年12月発効）、スイス（平

成21年９月発効）及びベトナム（平成21年10月発効）です。 

 

○参考指標 5-1-2：設定税目数及び実行税目数の推移         （単位：税目数） 

 平成17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 

基本税率 7,159 7,161 7,022 7,022 7,021国定

税率 暫定税率 436 431 427 427 425

設定 

税目数 

協定税率 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550

実行税目数 7,284 7,281 7,180 7,181 7,180
（出所）関税局関税課調 

（注） 設定税目数は、関税定率法、関税暫定措置法及びＷＴＯ協定に基づき、それぞれ設定された基本税率、

暫定税率、協定税率の税目数。実行税目数は実行税率の税目数。 

 

（５）特恵関税制度 

特恵関税制度は、開発途上国の経済発展を支援する観点から、開発途上国からの輸入品

に対して通常より低い税率を適用する制度で、平成22年４月現在140か国14地域が特恵関税

制度の対象となっています。後発開発途上国（ＬＤＣ）に対しては一般の特恵関税制度対

象品目に加え、ＬＤＣのみを対象とする品目について、無税・無枠の便益を供与していま

す。 

 

 



２ 「政策の目標」ごとの実績評価書〔政策目標５－1〕 

 

 
 

○参考指標 5-1-3：特恵関税を適用した輸入額              （単位：億円） 

 平成17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 

輸 入 額 20,989 22,659 23,912 20,775 15,512

（出所）関税局関税課調 

（注） 確定値による（平成21年度の１－３月分は確報値）。 

 

７．今後の政策等に反映すべき事項 

 （１）今後の方針 

   政策目標５－１ 内外経済事情を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改善等 

            引き続き推進    改善・見直し    廃止        

 

    業績目標 5-1-1 適切な関税改正の実施 

引き続き推進    改善・見直し    廃止 

業績目標 5-1-2 特殊関税制度の適正な運用 

引き続き推進    改善・見直し    廃止 

 

 （２）企画立案に向けた提言 

① 関税率や関税制度の改正に当たっては、内外の経済情勢の変化等を踏まえつつ、関係

府省より提出された改正要望について、措置の必要性や実現される具体的な効果、更に

はその所管する産業の情勢や個別要望の国民経済全体への影響を聴取し、関連省庁とも

協議を十分に行った上で、関税・外国為替等審議会の調査・審議の結果を踏まえながら、

関税改正案を策定し、これを税制調査会に諮った上で税制改正大綱に盛り込み、これら

を踏まえた関税改正法案を策定する必要があると考えます。 

また、今後とも、政策評価の関税改正への活用を図る観点から、官民の検討の場にお

ける議論等を踏まえるなど、国民のニーズの的確な把握に努めるとともに、検討に当た

っては、内外の市況や国内の生産者の状況など客観的なデータの収集を行い、毎年度の

関税改正作業を行っていくことが必要であると考えます。 

② 特殊関税制度については、不公正な貿易取引、輸入急増による国内産業への損害への

対応などの役割を通じて、自由貿易体制の秩序維持・強化に資することが期待されてい

ますが、反面、制度の濫用や恣意的な運用を避けなければならないことから、特殊関税

の調査や賦課決定等の制度の運用に当たっては、ＷＴＯ協定及び国内関係法令等に則り、

透明かつ公平・適正に運用する必要があると考えます。 

 

（３）平成23年度予算要求等への反映 

 最近における内外の経済情勢等を踏まえ、公平・簡素・透明という観点に留意しつつ、

関税改正において適切な関税率の設定及び特殊関税、特恵関税等の関税制度の改善とその

適正な運営を行うなど、関税制度等の企画及び立案等に必要な経費の確保に努めます。 


